
川崎市上下水道局規程第１号 

 川崎市下水道条例施行規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  令和８年２月２５日 

川崎市上下水道事業管理者 白 鳥 滋 之      

 

   川崎市下水道条例施行規程の一部を改正する規程 

川崎市下水道条例施行規程（平成２２年川崎市水道局規程第５９号）の一部

を次のように改める。 

第６条第１項の表中 

「 

構造図及び詳細図(地下1階以上又

は地上3階以上の建築物の場合) 

排水設備の縦断面図及び配管等 

承諾書(他人の土地又は他人の排

水設備を使用する場合) 

  

                         」 

を 

「 

構造図及び詳細図(地下1階以上又

は地上3階以上の建築物の場合) 

排水設備の縦断面図及び配管等 

                                  」 

に改める。 

第１号様式（１）１枚目を次のように改める。 

 

 

 

 



 
第1号様式(1) １枚目 

押印欄 
  公共 排水設備 新設・増設・改築

計 画 確 認 申 請 書 
   
  一般 

受
付 

事務所 年 度  番 号  年 月 日  区 番 定 日 整 理 番 号 

申                             

 
 

（宛先）                            年   月   日 
川崎市上下水道事業管理者 

申請者  住  所                       
 

                      
 

（フリガナ） 

氏  名                       
電  話   （   ）   － 

（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名） 

次のとおり申請します。 

 
使用者（設置場所） 

住 所 氏 名（フリガナ） 

 

 

区    町   丁目 番地
番 

号     

設置場所の土地所有者 
□他人（※） 

□本人 （※）に該当する場合の誓約事項 

  この工事に関する利害関係人の承諾を既に得ていますが、

万一、利害関係人その他の者からの異議があっても、全て申

請者の責任において解決します。 

建築物所有者 
□他人（※） 

□本人 

他人の土地又は 

他人の排水設備の使用 

□有（※） 

□無 
 
施工業者 

所在地 

      都 道 

      府 県     市                    

名 称                代表者氏名 

 

                                   

電話                 指定番号 

（    ）    － 
                                  

 
排水設備工事責任技術者 
登録番号 

 

第         号 

氏 名 

           

処理区 

１入江崎 ２加 瀬 ３等々力 ４麻 生 

下水道方式 

１合流式    ２分流式 

雨水排水設備 

１有り      ２無し 

工種 

１新 設 ２増設等 ３くみ取り改造 ４浄化槽改造 

水栓数 

              

確認設備数 

             

排水の種別 

１ 水道水 水栓番号 第         号 ２ 地下水 ３ 雨水利用水 ４ その他                      

※申請者は、太線の枠内のみ記入してください。 

告示年月日 
年  月  日 

助成金・融資 
１助成金 ２融 資 ３助成金・融資なし 

公共下水道接続施設設置申請 
１有り   ２無し 

 

備 考 

 



第９号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 9号様式                                      

受 付 番 号   

 

公共下水道（一般下水道）一時使用（変更）承認書 
 

      川崎市上下水道局指令   第       号   

 

 

申請者   住  所                               

 

    氏  名              様   

 

             付けで申請のあった        下水道の一時使用については、次   

のとおり承認します。 

  
                       川崎市上下水道事業管理者              印 

使 用 場 所  

使 用 目 的 □地下水の排水 □ 

使 用 責 任 者 

 
              使用時の連絡先… 

              TEL 

使 用 期 間                から              まで 

排 水 方 法 
□水中ポンプ       □地下水位低下工法 

 

□ 

排 水 先 種 別 
□合流式排水地域 

 

□分流式排水地域（□雨水管きょ □汚水管きょ）

 
ポンプの種類等 種類            口径         台数 

承 認 条 件 

 

裏面の承認条件のとおり 

 

公共 

一般 



第２１号様式を次のように改める。 

 



 

 

 

第 21 号様式                                         

 

受 付 番 号  
 

 

公共下水道（一般下水道）施設工事等承認書 
 

      川崎市上下水道局指令   第       号   
 

 

申請者   住  所                               

 

    氏  名              様   

 

             付けで申請のあった        下水道の    については、次   

のとおり承認します。 

 

                       川崎市上下水道事業管理者                      印 

施 工 場 所  

目 的 
□ 本 管 布 設   □ 取 付 管 布 設 

（                                     ） 

施工場所の種別 
□ 道 路    □ 水 路    □ そ の 他

（                                  ） 
施 設 の 内 容 

 

 
 

 

□ 汚 水 

 

□ 雨 水 

 

□ 合 流 

 

本

 
 

管 

新 設  ○  L＝   m 

  

○  L＝   m 

 

○  L＝   m 

 

○  L＝   m 

取 
 
 
 

付 
  

 

管 

新 設  ○  L＝   m 

  

○  L＝   m 

 

○  L＝   m 

 

○  L＝   m 

撤 去  ○  L＝   m 

 

○  L＝   m 

 

○  L＝   m 

 

○  L＝   m 

撤 去  ○  L＝   m 

  

○  L＝   m 

 

○  L＝   m 

 

○  L＝   m 

マンホール         箇所 
□別紙「譲渡する排水施設」による 

雨 水 桝         箇所 

工 事 期 間 着手予定               ・完成予定 

引 継 ぎ □引継ぎ資産あり       □引継ぎ資産なし 

承 認 条 件 

 

裏面の承認条件のとおり 

公共 

一般 

工事 

維持 



 

第２６号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 26 号様式 

 

 

 

 

 

 

公共下水道（一般下水道）施設工事等完成検査済証 
 

      川崎市上下水道局指令   第       号   

 

 

申請者   住  所                               

 

    氏  名              様   

 
              付けで届出のあった        下水道の    については、

  

次のとおり検査に合格したことを証明します。 

 

                       川崎市上下水道事業管理者             印  

   

承 認 番 号 及 び 

承 認 年 月 日 
川崎市上下水道局指令   第      号    

施 工 場 所  

完 成 年 月 日  

検 査 年 月 日    

 

 

施 設 の 内 容 

 
 

□  汚   水 
 

□  雨   水 
 

□  合   流 

 
 

本 
 

 
 

 

管 

新 設  ○  L＝   m 

  

○  L＝   m 

 

○  L＝   m 

 

○  L＝   m 

取 
 
 
 

付 
  

 

管 

新 設  ○  L＝   m 

  

○  L＝   m 

 

○  L＝   m 

 

○  L＝   m 

撤 去  ○  L＝   m 

 

○  L＝   m 

 

○  L＝   m 

 

○  L＝   m 

撤 去
 

 ○  L＝   m 

  

○  L＝   m 

 

○  L＝   m 

 

○  L＝   m 

マンホール         箇所 
□別紙集計表による 

雨 水 桝         箇所 

公共 

一般 

工事 

維持 



 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程による改正前の川崎市下水道条例施行規程の規定により調製した

帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、

引き続きこれを使用することができる。 


